
 

 

「議第１号 特定生産緑地の指定について」に対する意見等の概要 

及び意見等に対する事務局の回答（考え方） 

  

番号 発言委員 意見等の概要 事務局の回答（考え方） 

１ 妹尾委員 特定生産緑地の名義変更について 

①指定から 30 年の営農義務期間の

途中で親族への相続又は第三者への

売買など所有者が変更されることが

ある。 

②指定から 30 年経過後に所有者の

変更等が考えられる。 

 

上記は事前に予見される事例で、営

農義務期間及び事務手続き（市側の

書類審査）で、窓口担当者によって

異なる対応となることによって、ト

ラブル発生の可能性を内在している

と想定される。 

どのような規定及び手順となってい

るか提示いただきたい。 

土地の所有者に変更があった場合は

「生産緑地地区指定農地にかかる所

有者等権利者・主たる従事者変更届」

の提出を求めております。 

また、窓口担当者の対応を統一す

るため、今後は「チェックリスト」

を用いた対応を行ってまいります。 

※「生産緑地地区指定農地にかか

る所有者等権利者・主たる従事者変

更届」及び「チェックリスト」につ

いては別紙ご参照ください。 
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生産緑地の所有者または従事者を変更する場合の対応チェックリスト（課内用） 
 
①必要書類 
□ □ 様式第５号（生産緑地地区指定農地にかかる所有者・主たる従事者変更届） 
 
＜所有者の変更を行う場合＞ 
□ □ 当該地の登記事項証明書（全部事項証明書） 
 
＜所有者及び農地等利害関係人の現住所と登記事項証明書の住所が異なる場合＞ 
□ □ 住所のつながりを証する書⾯（住⺠票等） 
 
＜代理人による手続きの場合＞ 
□ □ 委任状 
 
 
②生産緑地制度の説明について（所有者変更の場合） 
□周知文書の配布 
 
□生産緑地地区とは 
 −都市の中の貴重な緑のオープンスペース、緑地機能等をもつ市街化区域内の農地のうち
農地所有者の方から申請があった農地を生産緑地地区として指定しています。 
 
□営農義務について 
 −生産緑地地区は指定後 30 年間農地として適正に管理、保全することが義務付けられ、
建築物の建築や宅地の造成、土地の形質の変更等、農地以外の土地利用ができません。（こ
れを「行為の制限」といいます。）なお、所有者を変更された場合においても、営農義務の
期間は変更されません。 
 
□指定期間（営農義務期間）についての説明（例：○年○月が指定後 30 年経過する日） 
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＜生産緑地とは＞ 

 

 

 生産緑地は、まちなかの緑地（農地等の持つ緑地的機能）を計画的に保全す

ることで、良好な都市環境を確保するためにつくられた制度です。 

 

○生産緑地のもつ緑地的機能とは 

一般的に公害を発生させる可能性のある施設と住宅地が近接しているよう

な場合に、両者の間に一定の間隔を確保して、公害等を未然に防ぐような緩衝

的機能、火災等の緊急事態に住民が容易に到達できるような、まちなかの避難

地機能、等が期待されています。 

 

○義務等 

生産緑地に指定されると、指定後３０年間は農地等として適正に管理・保全

することが義務付けられ、建築物の建築や住宅の造成、土地の形質の変更等、

農地等以外の土地利用が原則出来ません。なお、所有者を変更された場合にお

いても、営農義務の期間は変更されません。 

農地等として適正に管理頂くよう、お願いいたします。 

また、生産緑地の保全のため、市から報告を求めさせて頂く場合や、立入検

査をさせて頂く場合がございます。 

 

 （裏面もご覧下さい） 



○届出 

 生産緑地の指定時に、土地の所有者及び主たる従事者となる方を登録してい

ます。 

相続等により土地の所有者や主たる従事者に変更（住所変更を含む）があっ

た場合、届出が必要となります。忘れずに届出をお願いします。（ホームペー

ジにて様式公開） 

※所有者情報の変更の際には登記事項証明書の添付が必要です。 


